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高校生期を核としたライフキャリア教育推進事業業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１　目的 

（1）益田市が掲げるライフキャリア教育の推進のために、専門的な知識を持って

市内高校（明誠高校、益田東高校、益田養護学校）と連携・協働し、ライフキャリ

ア教育の充実を図ることを目的とする。 

（2）市内高校生の学校外の活動づくりを支援し、多様なロールモデルとの接続に

より、高校生等が多様なライフキャリアに触れる場を構築する。それにより、高校

生に新たな価値観が芽生え、学校外の活動が創出されることを目的とする。  

（3）益田市未来の担い手コンソーシアムの運営を支援し、市内企業と連携したラ

イフキャリア教育の推進を図ることを目的とする。 

本要領は、高校生期を核としたライフキャリア教育推進事業業務を実施するにあ

たり、受託候補者を公募型プロポーザル方式により選定する場合の手続きについて、

必要な事項を定めるものとする。 

 

２　業務概要 

（１）業務名称 

高校生期を核としたライフキャリア教育推進事業業務委託 

（２）業務内容 

別紙「高校生期を核としたライフキャリア教育推進事業業務委託仕様書」のとお

り 

（３）委託期間 

契約締結日から令和 11年 3 月 31 日 

（４）契約限度額 

20,613 千円（消費税及び地方消費税を含む。6,871 千円／年） 

（５）事業者の公募 

事業者の選定方法は、公募型プロポーザル方式とする。 

本事業に参加しようとする事業者（以下「応募者」という。）は（２）に定める

業務に関し提案を行うものとし、市は当該提案を審査し、事業者の選定を行う。 

 

３　事務局 

　　益田市教育委員会　ひとづくり推進課　担当：村上・桐 

　　〒698-0033　益田市元町 11 番 26 号　 

電　話：0856-31-0622（直通）ＦＡＸ：0856-31-0641　 

E-mail：hitozukuri@city.masuda.lg.jp 

 

４　参加資格要件 

　本業務の公募に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 



2 

（１） 仕様書に定める委託業務について、十分な遂行能力を有し、適正な執行体制を有

するとともに、本市の指示に柔軟に対応できること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない

者であること。 

（３） 本市及び他の地方公共団体から指名停止措置又は入札参加停止措置を受けてい

ないこと。 

（４） 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条又は第 19条の規定に基づく破産手続、

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に基づく再生開始手続又は会社

更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続の開始の申

立てがなされていないこと。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下

「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団でないこと。 

（６） 役員等が暴対法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

又は暴力団員関係者(又はこれらであったもの)でないこと。 

（７） 納税義務者にあっては、国税又は地方税について滞納していない者であること。 

 

５　実施スケジュール 

 

※スケジュールについては、都合により変更となる場合がある。その場合は、本

市ホームページにおいて告知する。 

 

６　質問受付及び回答 

　　本業務に関し質問がある場合は、次のとおり実施する。質問は要旨を簡潔にまとめ、

質問書（様式第 8号）により提出すること。 

（１） 提出期限　 

令和 8年 3月 2日（月） 

 
公募開始 ２月１７日（火）

 
質問期間

２月１７日（火） 

　～３月　２日（月）

 
質問回答期限 ３月　９日（月）

 
企画提案書の提出期限 ３月１２日（木）

 プレゼンテーション審査 

（市民学習センター２０３号

室）

３月２３日（月）

 
審査結果の通知 ３月２６日（木）

 
契約 ４月　１日（水）
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（２） 提出先　　事務局 

（３） 提出様式　質問書（様式第 8号） 

提出方法　電子メールにより行うこと。なお、電子メールの表題は「ロールモデ

ル接続事業質問書（事業者名）」とすること。 

（４） 回答日　 

令和 8年 3月 9日（月） 

（５）回答方法 

　　   電子メールで参加表明書提出者に送信 

 

７　企画提案書の提出 

（１）提出期限　令和 8年 3月 12 日（木）必着 

（２）提出先　　事務局 

（３）提出方法　持参又は郵送 

（４）提出書類　8部（正本 1部・副本 7部（副本はコピー可）） 

（ア）参加表明書（様式第１号） 

（イ）会社概要書（様式第２号） 

（ウ）業務実績書（様式第３号） 

（エ）業務実施体制調書（様式第４号） 

（オ）誓約書（様式第５号） 

（カ）履歴事項全部証明書 

（キ）財務諸表 

（ク）企画提案書（様式第６号） 

（ケ）テーマ型企画提案書（様式第７号） 

様式 7-1 から 7-2 を用いて、両面印刷で 3枚（6ページ）以内。記載欄は適宜

拡大可。カラー可、図、絵、写真等の使用は可 

（コ）参考見積書（様式自由） 

様式は自由で、消費税及び地方消費税を含む額とする。 

見積書は、事業者名を記名して捺印の上、あて先は益田市長とする。 

（サ）国税及び地方税に滞納がないことの証明書 

 

８　関係資料の様式 

　　プロポーザル募集に関する実施要領等の下記資料は益田市ホームページからダウ

ンロードすること。(https://www.city.masuda.lg.jp/) 

 

９　審査及び評価 

（１）選定委員会の設置 

市職員 3 名で構成する高校生期を核としたライフキャリア教育推進事業業務委

託業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、参加資格、提案内容

等について総合的に審査を行う。 
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（２）審査 

企画提案書提出後、応募者から企画提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリ

ング（以下「プレゼン等」という。）を実施する。 

（ア） 開催期日　　令和 8年 3月 23 日（月） 

（イ） 開催場所　　益田市立市民学習センター203 号室 

（ウ） 時間構成　　発表時間 40分程度 

（プレゼンテーション 20分、ヒアリング 20分程度） 

（エ） 留意事項　　 

・プレゼン等は３名以内（パソコン操作員を含む）とし、プロジェクタ、スクリー

ン及び電源は本市で準備するが、その他の機器（パソコン等）が必要な場合は、

応募者側で準備すること。 

・提出された企画提案書並びにプレゼン等の説明の内容を選定委員が「別添　評価

基準」に基づき審査する。 

・審査結果について、選定委員会各委員の持点を合算した値が 240 点（60点×審査

員 4名）以上を得ており、評価点数の合計が最も高い応募者が優先交渉権を得る

こととする。また、評価点数の合計が同点の場合は、選定委員会で審議し決定す

ることとする。 

（オ） 審査結果は令和 8 年 3 月 26 日（木）に、書面により応募者全員に通知すること

とし、選考結果については益田市ホームページで公開する。なお、審査の経過に

関する質問及び結果に対する異議申し立ては、受け付けないものとする。 

 

１０　その他事項 

（１） ７による参加表明の後に、都合により本公募を辞退する場合は、辞退届（様式第

９号）を提出すること。 

（２） 市は、本公募における郵便及び電子メール等に関する通信事故については、一切

責任を負わない。 

（３） 提案に関して必要となる一切の費用は、全て応募者の負担とする。 

（４） 提出された企画提案書その他の書類は返却しない。ただし、これらの著作権は応

募者に帰属する。 

（５） 企画提案書その他の提出書類について虚偽の記載をした者は、提案の内容によ

らず、失格となることがある。


